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「柏
木
」
、
「柏
木
の
右
衛
門
督
」
、
「柏
木
権
大
納
言
」
の
こ
と

―
―
享
受
史
を
辿
り

つ
つ
―
―

越
野
　
優
子

は
じ
め
に

「柏
木
」
―
物
語
内
部
に
は
こ
の
呼
称
は
な
く
、
従

っ
て
後
の
読
者

が
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
悲
恋
の
う
ち
に

「柏
木
」
と
い
う
名
の
巻

で
横
死
し
た
、
太
政
大
臣
の
内
親
王
腹
の
嫡
男
が
、
最
も
注
目
さ
れ
、

「
あ
は
れ
右
衛
門
督
」
と
人
々
に
悲
し
ま
れ
巻
を
閉
じ
る
の
が
こ
の
柏

木
巻
で
あ
り
、
享
受
の
歴
史
の
中
で
こ
の
呼
称
が
生
じ
た
の
は
ご
く
自

然
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
柏
木
の
呼
称
の
由
来
を
掘
り
下
げ
た
も
の

は
少
な
い
。
し
か
し
、
複
雑
且

つ
豊
穣
な
こ
の
物
語
の
享
受
史
を
経
く

と
、
こ
の
呼
称
の
謂
わ
れ
に
は
ま
だ
解
明
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
わ
れ

Ｚつ
。

一
．
柏
木
の
呼
称
の
出
現
以
前
の
様
相

ま
ず
、
物
語
中
に
現
れ
る
柏
木
の
呼
称
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た

の
か
、
改
め
て
挙
げ
て
み
る
。

左
少
将

。
内

の
大
殿
の
中
将

・
岩
漏
る
中
将

（胡
蝶
）
。
右
中

将

。
右
の
中
将

。
中
将

の
朝
臣

。
中
将

・
頭
中
将

（箸
火

・
藤

袴

・
真
木
柱

。
梅
枝

・
藤
裏
葉
）
。
中
将
の
君

・
君

。
右
の
次
将

・

内
の
大
殿
の
頭
中
将

。
朝
臣

。
右
衛
門
督

（若
菜
上

。
紅
梅

・
橋

姫
）
。
衛
門
督

（若
菜
上

・
若
菜
下
柏
木

・
横
笛
）
・
衛
門
督
の
君

（若
菜
上

。
柏
木
）
。
宰
相
の
君

（若
菜
上
）
。
中
納
言

（若
菜
下
）
。

権
大
納
言

（柏
木

・
橋
姫
）
・
故
殿

。
大
殿

。
故
権
大
納
言

。
故

君

・
故
大
納
言

。
故
督
の
君

。
故
衛
門
督

（夕
霧
）
。
大
納
言

・

故
権
大
納
言
の
君

（橋
姫

・
宿
木
）

（柏
木
の
物
語
中
の
呼
称

一
覧

（『源
氏
物
語
事
典
』
大
和
書

一房
　
二
〇
〇
二
年
五
月

「柏
木
」
の
項
よ
り
／

（　
）
内
は

巻
名
で
稿
者
が
適
宜
省
略
し
、
又
傍
線
等
私
に
施
し
た
部
分

が
あ
る
こ

右
は
物
語
の
進
行
順
に
呼
称
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
物
語
内
で
は
こ

の
よ
う
に
多
様
な
呼
称
で
呼
ば
れ
て
は
い
て
も
、
玉
重
を
実
姉
と
思

っ

て
贈

っ
た
歌
の
詞
に
因
ん
だ

「岩
漏
る
中
将
」
（胡
蝶
巻
）
を
除
け
ば
、

官
職
で
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
官
職
は
左
少
将
に
始
ま
り
、
極
官
は

権
大
納
言
で
あ
る
。
若
菜
上
で
宰
相

（参
議
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
ま
た

同
時
に
、
参
議
と
兼
任
す
る
こ
と
の
多
か

っ
た
右
衛
門
督
に
着
任
し
て



い
る
。
大
摂
関
家
の
威
光
も
あ
り
、
順
当
な
昇
進
を
し
て
き
て
、
非
業

の
死
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
後
は
、
ま
ず

「内
大
臣
」
と
な

っ
た
は
ず

で
あ
り
、
栄
華
に
満
ち
た
人
生
が
待

っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

物
語
内
部
の
呼
称
を
今
確
か
め
た
。
こ
の
人
物
が
、
後
年
読
者
に

よ

っ
て
ど
う
称
さ
れ
る
様
に
な
る
か
を
、
物
語
成
立
の
三
百
年
程
後
に

成
立
し
た
と
言
わ
れ
る

『無
名
草
子
』
の
記
述
に
見
る
。

・
か
し
は
ぎ
の
右
衛
門
督
の
う
せ
い
と
あ
は
れ
な
り

（後
略
）

（あ
「撫
¨
』
」欺
縣
ぽ
婢
い
が
誕
一麟
「

・
又
か
し
は
き
の
右
衛
門
督
の
う
せ
の
程
の
こ
と
ヽ
も
こ
そ
あ
は

れ
に
侍
る

（後
略
）

（水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
　
原
題

「建
久
物
語
」
建
武
二
年

四
月
六
日
　
津
守
国
冬
判

（波
線
は
朱
を
表
す
と

既
に
、
無
名
草
子
で
は
、
〈柏
木
の
右
衛
門
督
〉
を

一
体
化
し
、
確

定
し
た
人
物
呼
称
と
見
な
し
た
か
の
如
く
、
三
回
も
登
場
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
三
百
年
程
の
間
に
、
物
語
内
で
は
官
職
の
呼
称
し
か
も
た
ず
、
そ

し
て

「権
大
納
言
」
ま
で
登
り

つ
め
た
人
物
が
、
何
故
、
「中
納
言
」

で
は
な
く
、
前
官
職
の

「右
衛
門
督
」
に
呼
称
が
逆
戻
り
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
神
野
志
隆
光
が

「納
言
に
な

っ
て
は
じ
め
て

一
人
前
の
公

卿
と
し
て
扱
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「中
納
言
」
の
方

が
呼
称
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
「柏
木
の
右
衛
門
督
」
、

現
在
で
は
最
も

一
般
的
に

「柏
木
」
と
言
い
習
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

考
察
の
材
料
と
し
て
、
古
注
釈
や
古
系
図
を
使
い
た
い
。
最
古
の
古

注
釈

『
源
氏
釈
』
（世
尊
寺
伊
行
　
一
一
六
〇
年
頃
成
立
か
）
は
、
多
く
の

先
学
に
拠

っ
て
、
そ
の
段
階
的
な
成
立
が
述
べ
ら
れ
て
き
た
。
当
該
書

研
究
の
中
心
的
存
在
で
あ

っ
た
伊
井
春
樹
は
、
自
ら
の
も
の
を
も
含
め

諸
論
考
を
整
理
し
た
上
で
、
大
凡
、
第

一
次
本

「
冷
泉
家
」
（完
本
Ｙ

『
源
氏
或
抄
物
』
（略
本
）
↓
第
二
次
本

「書
陵
部
桂
宮
本
」
（残
欠
本
）

↓
第
二
次
本

「前
田
家
本
」
（完
本

・
最
終
形
態
）
。
「増
補
本
」
と
最
終

的
に
纏
め
上
げ
た
。
伊
井
は
、
特
に
こ
の
中
で

『
源
氏
或
抄
物
』
が
、

前
田
家
本
の
脱
漏
を

一
部
補
い
、
ま
た

『
源
氏
釈
』
初
期
形
態
を
知
る

上
で
貴
重
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。　
一
方
渋
谷
栄

一
は
、
こ
の
伊

井
の
見
解
に
添
い
つ
つ
、
「
ま
ず

「
源
氏
釈
」
に
お
け
る
第

一
次
本
か

ら
第
二
次
本

へ
と
い
う
過
程
に
は
、
本
文
梗
概
化
も
詳
細
か
ら
簡
略

ヘ

と
向
か
う
傾
向
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴

っ
て
、
人
物
呼
称
も

記
載
か
ら
省
略

へ
と
向
か
う
こ
と
が
こ
と
が
指
摘
で
き
る
」
と
述
べ
、

人
物
呼
称
が

〈固
有
名
詞
〉
の
表
記

（稿
者
注

一
「紫
の
上
」
な
ど
物
語

的
名
称

。
通
称
的
な
も
の
）
か
ら

〈普
通
名
詞
〉
の
表
記

（稿
者
注

¨

「帝
」
「君
」
「女
君
」
な
ど
）、
そ
し
て
省
略
等
と
、
物
語
の
途
中
で
呼
称

が
改
訂
さ
れ
る
用
例
を
掲
出

。
考
察
し
て
い
る
。
人
物
呼
称
の
改
訂
状

況
を
知
る
為
に
、
渋
谷
の
考
察
が
有
効
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を

参
考
に
、
初
期
の
呼
称
を
知
る
為
に

『
源
氏
或
抄
物
』
か
ら
呼
称
を
任

意
で
抽
出
し
、
そ
の
改
訂
の
様
を
知
る
為
に
最
終
形
態
と
目
さ
れ
る
前

田
家
本
を
対
照
し
表
に
ま
と
め
、
最
後
に
柏
木
の
用
例
を
比
較
対
照
さ

せ
た
。



〈柏
木
〉

。
せ
う
と
の
中
将
、
中
将
、
衛

門
督
、
ゑ
も
ん
の
督
、
ゑ
も

ん
の
か
み

・
雲
井
の
雁

（傍
記
）

。
す
え
つ
む
、
す
え
つ
む
花

。
あ
ふ
ひ
の
う

ヘ

に
ほ
ふ
宮
、
兵
部
卿
宮

ｏ
か
ほ
る
、
中
納
言
、
大
将

・
夕
き
り
の
大
将
、
夕
き
り
、

夕
霧

。
き
り
つ
ほ
の
御
門

源
氏
或
抄
物

中
将
、
衛
門
督

雲
井
の
か
り
の
ひ
め
君

す
え

つ
む

あ
ふ
ひ
の
う

ヘ

兵
部
卿
宮

大
将

あ
ふ
ひ
の
う
へ
の
は
ら

の
君
、
ま
め
人
の
大
将

（呼
称
の
記
述
無
し
）

源
氏
釈

○

「岩
漏
る
中
将
」

× ○ × ○ ○ ○ ×

公
的
名
称
以
外

の
呼
称
有
無

『
源
氏
或
抄
物
』
↓

『
源
氏
釈
』
（前
国
家
本
）
の
呼
称
の
改
訂

（物
語
中
に

通
称
等
、
正
式
な
公
的
呼
称
以
外
が
あ
る
場
合
は
、
下
に
〇
、
無
け
れ
ば
×
）

右
の
表
で
は
、
男
女
の
順
に
並
べ
た
が
、
既
に
最
古
の
古
注
釈
の
初

期
段
階

（『源
氏
或
抄
物
し

で
す
ら
、
桐
壺

。
夕
霧

・
薫

・
匂
宮
と
公

的
官
職
名
に
通
称
的
な
言
葉
が
付
随
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「桐
壺
」

だ
け
が
、
物
語
に
も
無
い
名
称
で
あ
る
。
ま
た
夕
霧
に
つ
い
て
は
、
物

語
内
部
で
の
呼
称
は
、
「大
学
の
君
」
「
ま
め
人
」
等
で

「夕
霧
」
そ
の

も
の
は
な
い
。
た
だ
公
的
呼
称
の
み
で
は
な
い
点
で
、
四
者
は

一
つ
に

括
ら
れ
る
。　
一
方
女
性
に
関
し
て
は
、
物
語
内
部
に
無
い
呼
称
が
自
由

に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
元
々
源
氏
物
語
自
身
が
、
魅
力
的
な
女
性
の
呼

称
を
生
み
出
し
た
画
期
的
作
品
で
あ

っ
た
故
に
、
伊
行
の
注
釈
も
、
女

性
に
対
し
て
自
在
な
呼
称
を
許
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
中
で
、
最
後
に
置
い
た
例
で
分
か
る
よ
う
に
、
「柏
木
」
に
つ

い
て
は
、
『
源
氏
釈
』
の
成
立
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
そ
の
言
葉

は

一
切
現
れ
る
事
は
な
か

っ
た
。

二
．
源
氏
物
語
古
系
図

へ
の

「柏
木
」
出
現

柏
木
の
呼
称
の
初
出
は
、
調
査
の
限
り
で
は
所
謂

「
源
氏
物
語
古
系

図
」
の
記
述
に
遡
る
。
こ
れ
は
物
語
の
作
中
人
物
を
、
皇
族

。
大
臣

・

公
卿

・
殿
上
人
等
、
貴
顕
か
ら
順
に
家
系
を
系
譜
の
形
で
図
式
化
し
た

も
の
で
、
人
物
名
と
簡
単
な
血
統
の
注
記
が
あ
り
、
巻
序
に
沿

っ
た
略

伝
が
附
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
条
西
実
隆
が
長
享
二

年

（
一
四
八
八
）
に
作
成
し
た
も
の
以
前
を
古
系
図
と
区
別
し
て
い
る
。

最
古
と
さ
れ
る

『
九
条
家
本
』
は
、
池
田
亀
鑑
に
拠
れ
ば
、
「鎌
倉
時

代
の
初
期
を
下
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
字
形
書
風
等
か
ら
す
る

と
、
平
安
朝
に
入
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
柏
木
を
中
心

に
、
そ
の

一
部
を
抽
出
す
る
。
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（巻
頭
は
損
傷
に
拠
る
欠
落
）

□
朱
雀
院
の
女
三
宮
　
若
菜
の
巻
に
む
ま

る
□
六
条
院
申
し

つ
け
給
し
ま
ゝ
に
冷
泉

院
御
子
に
し
て
か
ほ
る
中
将
の
ま
き
に
元

服
し

て
四
位

の
侍
従
と
き
こ
え
き

（中

略
）
や
と
り
木
の
巻
に
二
月
の
直
物
に
権

大
納
言
に
な
り
て
右
大
将
を
兼
す

柏
木
権
大
納
言

母
太
口

‐‐
‐‐
Ｈ
Ｈ
国

い
も
う
と
な
り

は
ゝ
お
と
ゝ
に
お
な
し

（中
略
）
夕
霧
の

大
将
を
う
み
を
き
て
ほ
と
な
く
う
せ
給
ぬ

母
太
政
大
臣
女

か
ゝ
り
ひ
に
及
び
中
将
と
も
み
ゑ
□
若
菜

の
巻
に
右
衛
門
督
同
巻
に
権
□
納
言
二
品

の
宮
の
御
事
思
ひ
み
た
れ
て
か
き
り
な
り

し
時
柏
木
の
巻
に
や
ま
ゐ
の
う
ち
に
か
す

の
ほ
か
の
大
納
言
に
な
り
て
ほ
と
な
く
う

せ
ぬ
い
は
も
る
中
将
と
い
ひ
き

は
ゝ
衛
門
の
か
み
に
を
な
し

（以
下
略
）

は
ヽ
ゑ
も
ん
の
か
み
に
を
な
し

は
ゝ
あ
せ
ち
の
大
納
言
の
今
の
北
の
方

は
ゝ
夕
顔
の
君
　
一二
位
中
将
女

は
ヽ
た
れ
と
も
し
ら
す
な
の
り
い
て
た
り

け
る
を
む
か
へ
と
り
給

へ
り

朱
雀
院
の
は
ゝ
方
の
御
お
ほ
ち
　
右
大
臣

と
き
こ
え
き

ち
し
の
お
と
ゝ
の
北
方
　
柏
木
の
ゑ
も
ん

の
か
み
こ
う
は
い
の
を
と
ゝ
な
と
の
は
ゝ

な
り

（以
下
略
）

『
九
条
家
本
源
氏
物
語
古
系
図
』
（
源
氏
物
語
大
成
巻

七
研
究
資
料
篇
』
／
図
は
私
に
略
し
た
部
分
が
あ
る
／
傍
線

等
は
稿
者
に
拠
る
／
主
を
異
に
す
る
家
系
毎
に
、
７

」
で

分
け
た
）

右
の
系
図
の
太
い
傍
線
部
の
よ
う
に
、
既
に

「柏
木
権
大
納
言
」
と

記
述
さ
れ
、
こ
こ
に

「柏
木
」
が
死
の
直
前
任
命
さ
れ
た
極
官
と
の
組

み
合
わ
せ
で
初
出
し
て
い
る
。
冒
頭
近
く
の
系
図
中
の
欠
損
は
、
『
源

氏
物
語
大
成
　
巻
七
』
所
収
の
口
絵
写
真
に
拠
れ
ば
、
紙
魚
な
ど
の
虫

食
欠
損
と
思
わ
れ
る
。
略
伝
の
内
容
等
か
ら
推
測
し
て
、
薫
の
そ
れ
と

口

[重 繁
政
大
臣

紅
梅
右
大
臣

弘
徽
殿
女
御

夕
霧
大
将
北
方

夕
顔
尚
侍

近
江
君

二
條
太
政
大
臣



思
し
く
、
ま
た
、
常
磐
井
和
子
の
翻
刻

・
紹
介
し
た

『秋
香
台
本
』
は
、

常
磐
井
が

「九
條
家
本
の
欠
損
部
分
、
虫
損
部
分
が
こ
の
本
に
よ

っ
て

字
数
の
違
い
も
な
く
埋
め
ら
れ
る
ほ
ど
忠
実
な
本
文
を
も

っ
て
い
る
」

と
述
べ
る
如
く
、
同
伝
本
を
参
考
に
、
欠
損
部
分
の
字
数
な
ど
も
換
算

し
て
、
「
か
は
る
中
将
実
は
柏
」
と
仮
に
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

に

「柏
木
の
右
衛
門
督
」
が
初
出
し
、
二
條
太
政
大
臣
の
略
伝
中
も

「柏
木
の
ゑ
も
ん
の
か
み
」
と
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
の
う
ち
、

「柏
木
」
の
言
葉
の
付
さ
れ
な
い
呼
称
は
、
弟
紅
梅
、
姉
弘
徽
殿
の
略

伝
中
の
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
右
の
系
図
呼
称
に

一‐柏
木
権
大
納

言
」
と
あ
る
か
ら
重
複
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

古
注
釈
と
古
系
図
の
最
古
の
も
の
を
比
較
し
て
き
た
。
た
だ

『
源
氏

釈
』
は
段
階
的
に
成
立
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
初
期
段
階
で
あ
る

『
源

氏
或
抄
物
』
は
か
な
り
早
い
時
期
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
す
る
と

『
九

条
家
本
系
図
』
と

『
源
氏
或
抄
物
』
の
成
立
時
期
は
接
近
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
ま
ず

『
源
氏
釈
』
で
は
、
そ
の
成
立
の
ど
の

段
階
に
於
い
て
も

「柏
木
」
は
呼
称
に
付
し
て
い
な
か

っ
た
。
伊
行
が

『
源
氏
釈
』
の
男
性
貴
人
の
、
人
物
呼
称
を
段
階
的
に
、
物
語
的
通
称

を
は
ず
し
、
簡
略
方
向
に
改
訂
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
掲
注

（
６
）

の
渋
谷
栄

一
論
に
見
た
が
、
こ
の
人
物
の
み
、　
一
貫
し
て
官
職
の
み
で

通
し
た
点
で
異
色
で
あ
る
と
い
え
る
。
い
わ
ば
伊
行
は
、
こ
の
人
物
に
、

何
ら
か
の
こ
だ
わ
り
を
持

っ
て
い
た
が
故
に
、
こ
う
し
た
結
果
に
な

っ

た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
だ
わ
り
と
い
う
点
で
は
、　
一
人
伊
行
だ
け
の
間

題
で
な
い
の
は
、
次
章

で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

一
方
、
古
系
図
は

『九
条
家
本
』
は
も
ち
ろ
ん
以
下

『為
氏
本
』
『正
嘉
本
』
、
『秋
香
台

本
』
『伝
藤
原
家
隆
筆
本
』
と
、
「柏
木
」
は
登
場
し
続
け
て
い
る
。

こ
の
う
ち
系
図
呼
称
は
極
官

「柏
木
権
大
納
言
」
が

一
般
で
あ
り
、

『秋
香
台
本
』
の
み
、
系
図
呼
称
だ
け
で
な
く
略
伝
中
の
呼
称
ま
で

「柏
木
の
右
衛
門
督
」
が
中
心
で
あ
る
点
で
異
色
で
あ
る
。
但
し
、
『秋

伝
藤
原
家
隆
本

秋
香
台
本

正
嘉
本

為
氏
本

九
条
家
本

伝
本

柏
木
権
大
納
言

柏
木
右
衛
門
督

柏
木
権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

系
図
呼
称

か
は
し
き
の
権
大
納
言

右
衛
門
督

権
大
納
言

柏
木
衛
門
か
み

柏
木
衛
門

ゑ
も
ん
の
督

か
し
わ
き
の
権
中
納
言

か
し
わ
き
の
右
衛
門
督

右
衛
門
督

権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

か
し
は
き
の
こ
ん
大
な
う
こ
ん

柏
木
衛
門
督

こ
ん
大
納
言

柏
木
の
右
衛
門
督

（推
定
）

柏
木
の
ゑ
も
ん
の
か
み

略
伝
中
呼
称

（抜
粋
）



香
台
本
』
は
、
九
条
家
本
の
欠
損
を
補
う
貴
重
な
部
分
を
有
し
て
い
る

も
の
の
、
注

（
１１
）
常
磐
井
前
掲
書
所
収
の

「古
系
図
諸
本
人
名

一
覧

表
」
所
収
十
六
系
図
を
見
て
も
、
柏
木
に
限
ら
ず
、
人
物
呼
称
が
他
の

十
五
系
図
と
異
な
り
、　
一
つ
当
該
伝
本
だ
け
が
、
独
自
の
呼
称
で
あ
る

例
が
、
ま
ま
あ
る
。
よ
っ
て

『秋
香
台
本
』
は

一
応
別
に
し
て
考
え
る

と
、
系
図
呼
称
は
、
極
官
の

「柏
木
権
大
納
言
」
、
略
伝
中
の
呼
称
は
、

文
章
で
綴
ら
れ
た
中
の
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
系
図
呼
称
よ
り
自

在
に
、
〈柏
木
権
大
納
言
〉
〈右
衛
門
督
〉
〈柏
木
の
右
衛
門
督
〉
が
、

表
記
は
様
々
に
、
登
場
し
て
い
る
の
が
、
「
源
氏
物
語
古
系
図
」
の
基

本
的
記
述
姿
勢
と
、
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
、
二
章
を
総
合
し
て
考
え
る
に
、
『
源
氏
釈
』
の
中
で
は
、
他
の

人
物
呼
称
に
自
在
な
通
称
を
冠
し
た
伊
行
も
、
「柏
木
」
と
い
う
言
葉

だ
け
は
、　
一
切
使
用
し
な
か

っ
た
。　
一
方
、
そ
の

『
源
氏
釈
』
の
初
期

段
階
と
は
時
期
的
に
近
か

っ
た

「
源
氏
物
語
古
系
図
」
最
古
の

『
九
条

家
本
』
に
お
い
て
、
「
柏
木
」
は
系
図
呼
称

。
略
伝
中
の
呼
称
共
に
出

現
す
る
。
「柏
木
」
は
物
語
内
部
の
呼
称
で
は
な
い
か
ら
、
『
源
氏
釈
』

の
記
述
は
物
語
に
忠
実
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
の
人

物
呼
称
は
そ
う
で
は
な
く
、　
一
つ
こ
の
人
物
に
の
み
そ
う
で
あ
る
こ
と

が
、
異
例
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
逆
に
古
系
図

『
九
条
家
本
』
は
、

物
語
を
逸
脱
し
て
、
「柏
木
」
を
付
し
た
。
系
図
呼
称
中
、
他
に
権
大

納
言
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
区
別
の
為
の
付
与
の
必
要
は
な
く
、

何
故
敢
え
て

「柏
木
」
が
必
要
だ

っ
た
の
か
、
不
審
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
略
伝
中
の
呼
称

「柏
木
の
右
衛
門
督
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
如
く
、

右
衛
門
督
で
な
く
中
納
言
の
呼
称
が
選
ば
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
後
の
読
者
の
通
称
に

一
度
も

「中
納
言
」
が
な
く

「右

衛
門
督
」
で
あ
る
こ
と
も
、
や
は
り
異
例
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。つ

ま
り
こ
の
人
物

の
、
後

の
読
者

に
拠
る
通
称
は
、
ど
れ
も
何
某
か

の

〈
異
例
〉
を
含
む
と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
．
〈
異
例
〉

の
呼
称

の
理
由
―

「
柏
木
」
が
官
職

に
付
さ
れ

る

こ

と

さ
て
、
前
章
で

〈異
例
含
み
〉
と
確
認
し
た
、
こ
の
人
物
の
呼
称
は
、

よ
り
根
本
的
な
意
味
で
、
極
め
て
異
例
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

前
述
し
た
注

（１
）
の
家
井
美
千
子
の
、
「
柏
木
」
と
い
う
言
葉
を
巡

る
論
を
参
考
に
、
以
下
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず

「柏
木
」
の
言
葉
は
、
周
知
の
如
く
、
皇
居
を
守
る
兵
衛
府
及

び
そ
の
官
職
の
異
名
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
き
た
伝
統
的
な
歌
こ
と
ば

で
あ
る
。
左
に
代
表
的
な
史
料
等
を
挙
げ
る
。

・
右
衛
門
を
ば
、
み
か
き
も
り
と
い
ふ
。
兵
衛
を
ば
、
か
し
は
ぎ
と

い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
能
因
歌
枕
　
広
本
』
日
本
歌
学
大
系
　
一
）

。
衛
門
　
ヽヽヽ
カ
キ
モ
リ
　
兵
衛
　
カ
シ
ハ
ギ

「
和
歌
初
学
抄
』
日
本
歌
学
大
系
　
一
し

・
柏
木
い
と
を
か
し
。
（中
略
）
兵
衛
の
督
、
佐

・
尉
な
ど
い
ふ
も

を
か
し
」
翁
花
の
木
な
ら
ぬ
は
」
の
段
）

翁
三
巻
本
系
統
陽
明
文
庫
本
枕
草
子
』
新
全
集
）
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。
（兵
衛
府
）
宣
陽

・
陰
明
門
以
外
を
守
衛
し
、
行
幸
啓
の
と
き
に

供
奉
し
、
雑
役
を
務
め
る
役
で
あ
る
。
こ
れ
も
左
右
に
分
か
れ
て

い
た
。
（中
略
）
Ｊ
測
鮒
司
Ｊ
劉
ｒ
，
―
刺
「
釧
利
冽
列
到
と
も
い
つ
た
。

（衛
門
府
）
宮
城
を
警
衛
し
、
行
幸
の
と
き
に
供
奉
す
る
武
官
で
、

つ
ね
に
収

（略
）
を
負
い
、
弓
を
持

っ
て
い
る
か
ら
、
『和
名
抄
』

に
は
ユ
ゲ
ヒ
ノ
ツ
カ
サ
と
よ
ん
で
い
る

（後
略
）。

（和
田
英
松

『新
訂
官
職
要
解
』
大
正
十
五
年
刊
本
　
明
治
書
院
）

と
こ
ろ
が
、　
一
方
で
は

「柏
木
」
が
衛
門
府
及
び
そ
の
官
職
と
い
う
説

も
あ

っ
た
。
和
田
英
松
前
掲
書
の
、
次
の
部
分
で
あ
る
。

。
ま
た
カ
シ
ハ
ギ
と
も
い
っ
た
こ
と
が
、
『
河
海
抄
』
に
見
え
て
い

る
。
か
し
わ
ぎ
は
兵
衛
の
別
称
で
あ
る
が
、
同
じ
く
宮
門
警
護
で
あ

る
か
ら
衛
門
に
も
も
ち
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

和
田
説
は
、
『
河
海
抄
』
を
根
拠
に

「柏
木
」
が
衛
門
府
及
び
そ
の
官

職
の
異
名
で
あ

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て

は
、
片
桐
洋

一
が
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
片
桐
は
、
自
著

翁
増
補
版
歌

枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
笠
間
書
院
）
で
、
「柏
の
木
そ
の
も
の
よ
り
も
、
兵

衛
府
の
異
称
と
し
て
よ
ま
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
な
ぜ

「柏
木
」
が

兵
衛
府
の
別
称
に
な

っ
た
と
い
え
ば
、
柏
は
古
来
、
神
事
に
葉
を
用
い

る
こ
と
が
多
か

っ
た
た
め
に
、
葉
が
神
聖
視
さ
れ
、
「柏
木
に
葉
守
の

神
の
ま
し
け
る
を
知
ら
で
ぞ
折
り
し
た
た
り
な
さ
る
な
」
（大
和
物
語

。

六
十
八
段
）
の
よ
う
に
、
葉
を
守
る
神
の
存
在
を
考
え
、
転
じ
て
皇
居

を
守
る
兵
衛
府
お
よ
び
そ
の
職
に
あ
る
人
を
い
う
よ
う
に
な

っ
た
」
と
、

ま
ず
歌
こ
と
ば

「柏
木
」
を
説
明
し
た
上
で
、
「
と
こ
ろ
が
、
現
行
の

多
く
の
古
語
辞
典
が

『兵
衛
府
お
よ
び
衛
門
府
の
別
称
』
と
す
る
の
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
」
と
異
議
を
唱
え
、
そ
の
理
由
と
し
て

「
『
柏
木
』

目
劉

『

佐‐

副

ｇ

謝

倒

∃

倒

引

ｕ

劇

列

劉

ゴ

ｄ

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
断
じ
た
上
で
、
柏
木
の
異
名
が
兵
衛
及
び

衛
門
に
な
っ
た
理
由
を
、
「
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
衛
門
督

劇

祠

刻

劃

劇

馴

劉

創

利

『

劇

利

創

到

劃

ｄ

割

劉

国

副

劇

蜘

引

倒

瑚

Ｊ

劉

翻

翻

劇

測

司

劇

引

引

測

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
。

こ
の
片
桐
洋

一
の
、
「
柏
木
』
が
衛
門
督
、
佐

・
尉
の
異
称
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
ま

っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
点

に
関
し
て
、
注

（１
）
の
家
井
美
千
子
が
、
例
外
的
に

『綺
語
抄
』

・

『
河
海
抄
』
の

一
部
の
本
文

。
『雅
語
集
覧
』
等
を
網
羅
的
に
調
査
し
、

「柏
木
」
が
衛
門
府
を
も
表
す
こ
と
が
記
さ
れ
た
事
実
を
示
し
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
最
古
の

『
綺
語
抄
』
部
分
の
家
井
の
記
述
を
挙
げ
る
。

。
た
だ

『
綺
語
抄
』
の
み
が
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
せ
る
。

〈中

。
官
位
部
〉

か
し
は
き
　
左
右
衛
門
を
い
ふ
。
左
右
兵
衛
を
い
ふ
。
（中
略
）

と
も
か
く
も
、
「
か
し
は
き
」
と
衛
門
府
の
結
び

つ
き
の
最
も
早

い
例
を
、
こ
こ
の

『
綺
語
抄
』
の
現
存
の
形
に
見
る
こ
と
は
で
き

Ｚ
一
。

こ
の
家
井
論
文
に
よ
っ
て
、
片
桐
の
前
掲
叙
述
が
、
や
や
事
実
と
異

な
る
こ
と
が
史
料
を
以
て
示
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
。
但
し
、
留
意
す

べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も

「柏
木
」
は
、
原
則
と
し
て
兵
衛
府
及
び
そ
の



官
職
の
異
名
で
あ
り
、
家
井
が
示
し
た
の
は
、
衛
門
の
異
名
で
あ

っ
た

例
も
僅
か
に
見
ら
れ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
、
基
本
的
に
は
家
井
も
片
桐
説
に
同
意
し
、
こ
の
物
語
が
書
か
れ

た
頃
に
は
、
柏
木
は
兵
衛
府
の
異
名
で
あ

っ
た
ろ
う
と
も
考
え
て
お
り
、

そ
れ
が
衛
門
府
の
異
名
に
も
な

っ
た
の
は
、
前
掲
片
桐
洋

一
。
傍
線
部

の
よ
う
に

「衛
門
督
が
、
柏
木
の
巻
で
世
を
去
る
ゆ
え
に
、
「
柏
木
の

衛
門
督
」
と
後
人
が
便
宜
的
に
呼
称
し
た
た
め
」
で
あ
り
、
柏
木
巻
と

そ
の
巻
末
の
著
名
な
世
人
の
言
種

「
あ
は
れ
衛
門
督
」
が
結
び

つ
い
た

結
果
と
読
み
、
自
論
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
決
定
的
な
影
響
力
に
拠

っ
て
、

つ
ま
り
源
氏
以
降
、

「柏
木
の
右
衛
門
督
」
と
い
う
呼
称
が
生
ま
れ
た
、
と
い
う
片
桐
説
に

は
、
総
論
部
分
で
異
議
は
無
い
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
の
発
生
理
由

「
後
人
が
便
宜
的
に
呼
称
し
た
た
め
」
と
、
結
論

「
衛
門
の
別
称
で
も

あ
る
」
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分

に
は
俄
に
は
従
い
が
た
い
。
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
、
前
章
及
び
前
々
章
で
確
認
し
た
こ
と
、
即
ち
、
平
安
末
期
と

も
さ
れ
る
最
古
の

『
九
条
家
本
』
以
降
の

「
源
氏
物
語
古
系
図
」
に
、

既
に

「柏
木
の
右
衛
門
督
」
の
呼
称
が
出
現
し
、
ま
た

『
無
名
草
子
』

で
は
、
既
に

一
体
化
し
た
呼
称
と
し
て
三
回
の
記
述
と
も

〈柏
木
の
右

衛
門
督
〉
で
登
場
す
る
、
と
い
う
事
実
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た

が
、
権
大
納
言
を
極
官
に
生
涯
を
終
え
た
人
物
に
対
し
て
、
世
人
は
な

ぜ

「
あ
は
れ
権
大
納
言
」
で
は
な
く
、
「右
衛
門
督
」
と
言
種
に
し
た

の
か
。
注

（
４
）
で
、
神
野
志
隆
光
の

〈納
言
〉
を
巡
る
論
考
に
従
い

つ
つ
自
説
を
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
人
物
の
哀
し
み
の
原
点
を

「
右
衛

門
督
」
と
い
う
官
職
に
求
め
る
が
故
に
、
「
あ
は
れ
」
の
言
葉
に
続
く

の
は

「
右
衛
門
督
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し

て

「
便
宜
的
」
と
い
う
安
直
な
感
覚
か
ら
な
さ
れ
た
呼
称
で
は
あ
る
ま

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

更
に
、
最
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
片
桐

（等
の
述
べ
る
）、
柏
木
は

「
衛
門
の
別
称
で
も
あ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
」
は
事
実
と
は
言

い
難
い
。
こ
の
こ
と
を
解
く
の
に
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
、
定
家
編
に
拠

る

『
物
語
三
百
番
歌
合
』
の
源
氏
の
人
物
呼
称
に
言
及
し
た
、
田
渕
句

美
子
の
注
目
す
べ
き
論
が
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
援

用
し

つ
つ
片
桐
説
を
修
正
す
る
。

田
渕
の
論
は
、
歌
人
と
し
て
の
定
家
と
、
源
氏
学
者
と
し
て
の
定
家

の
二

つ
の
顔
が
、
『物
語
二
百
番
歌
合
』
の
作
者
目
録
と
詞
書
に
現
れ

て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
抜
粋
し
て
以
下
引
い
て
い
く
。

田
渕
は
、
「
ま
ず
基
本
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
『物
語
三
百
番
歌
合
』

作
者
目
録
で
は
、
男
性
貴
顕

。
公
卿
等
は
、
院
号
、
も
し
く
は
物
語
終

了
時
の
現
官
の
正
式
名
称
で
記
さ
れ
、
物
語
中
の
通
称
、
あ
る
い
は
後

世
の
読
者
に
よ
る
通
称
は
使
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

定
家
の
記
述
態
度
の
大
前
提
を
、
多
く
の
呼
称
用
例
を
挙
げ

つ
つ
述
べ

る
。　
一
方
、
詞
書
に
対
し
て
は
、
「
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
詞
書
は
、

全
体
と
し
て
、
表
記
や
記
述
に
不
統

一
の
部
分
が
少
な
く
な
い
」
と
、

勅
撰
集
に
於
い
て
も
、
詞
書
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
数
多
く
あ
る
こ
と

も
述
べ
た
上
で
、
「全
体
に
、
『物
語
二
百
番
歌
合
』
の
詞
書
は
、
作
者



目
録
に
較
べ
て
、
例
訓
制
＝
口
州
制
嘲
網
ｄ
劇
引
易
創
洲
州
司
ｄ
司
釧
、

規
制
も
ゆ
る
い
と
思
わ
れ
る
。
作
者
目
録
の
方
は
、
か
な
り
改
ま

っ
た

意
識
で
、
正
式
名
称
に
近
い
呼
称
で
書
か
れ
た
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
、

不
統

一
の
理
由
に
つ
い
て
、
「物
語
の
享
受
に
、
定
家
自
身
の
中
に
も
、

こ
の
よ
う
な
コ
Ｊ
用
剰
割
馴
側
「
Ⅶ
劃
羽
倒
劇
刺
司
劇
ｄ
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
田
渕
が
厳
格
な
規
則
に
よ
り
呼
称
が
統

一
さ
れ
て
い
る
と
述
べ

た

「作
者
目
録
」
を
見
る
と
、
『
百
番
歌
合
』
『
後
百
番
歌
合
』
と
も
、

「
作
者
目
録
」
で
は

「柏
木
権
大
納
言
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
極
官
で

あ
る
点
は
規
則
通
り
で
あ
る
。
但
し
、
本
章
冒
頭
で
、
〈異
例
含
み
の

呼
称
〉
と
述
べ
た
が
、
田
渕
も
、
定
家
の
記
述
の
中
に
、
そ
れ
を
感
得

し
、
「柏
木
は
、
『
無
名
草
子
』
で

「右
衛
門
督
」
「柏
木
の
右
衛
門
督
」

と
あ
る
如
く
、
通
称
と
し
て

「右
衛
門
督
」
が
定
着
し
て
い
る
が
、
死

の
直
前
に
権
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
定
家
が
極
官
の
権
大

納
言
で
記
す
の
が
正
式
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の

「柏
木
権
大
納
言
」
は
、

目
珊

翻

日

「

う

刷

劇

引

綱

引

用

コ

劃

刻

引

剣

外
的
で
あ
る
」
と
同
論
文
で
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
明
ら
か
に

「貴
顕

・
公
卿
」
で
あ
る
人
物
に
対
し
て
、
厳

格
な
作
者
目
録
ら
し
か
ら
ぬ
記
述
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
百
番
歌
合
』

の
八
十
四
番
、

『
百
番
歌
合
』
八
十
四
番

八
十
四
番左

　
故
権
大
納
言
か
く
れ
て
後
、
右
の
お
と
ど
の
大

将
に
お
は
じ
け
る
時
、
形
見
の
笛
を
吹
き
す
さ
び
給

ひ
け
る
夜
の
夢
に
、
こ
の
笛
は
思
ふ
か
た
異
に
侍
り

き
と
て

‐６７
笛
竹
に
吹
き
寄
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
長
き
ね
に
伝

ヘ

な
む

（穂
久
迩
文
庫
蔵
藤
原
定
家
筆
本
／

『岩
波
文
庫
　
王
朝
物
語
秀
歌
選
』
所
収
）

の
詞
書
傍
線
部
の
如
く
、
「故
権
大
納
言
」
で
も
よ
か

っ
た
の
で
あ

っ

て
、
敢
え
て

「柏
木
」
を
冠
し
た
理
由
は
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
確
か
に
、
田
渕
が

「
二
通
り
の
呼
称
な
い
し
方
法
が
内
在
す

る
」
と
述
べ
た
定
家
の
二
つ
の
顔
が
見
え
る
。
歌
人
と
し
て
の
定
家
は
、

勅
撰
集
に
準
じ
た
作
者
目
録
を
重
ん
じ
、
極
官
と
し
て
の

「権
大
納

言
」
の
呼
称
を
看
過
し
得
な
い
。
し
か
し

一
方
、
源
氏
学
者
と
し
て
は
、

定
家
は
自
ら
期
し
た
原
則
を
逸
脱
し
て
も
、
「柏
木
」
の
語
を
落
と
す

こ
と
は
な
か

っ
た
。

し
か
し
そ
も
そ
も
、
前
掲
し
た
如
く
、
「柏
木
」
は
兵
衛
府
及
び
そ

の
官
職
の
異
名
で
あ

っ
た
。
す
る
と
、
ま
ず

「柏
木
の
右
衛
門
督
」
は
、

こ
の
柏
木
を

「兵
衛
府
」
と
し
た
場
合
、
「右
衛
門
督
」
は
衛
門
府
の

長
官
だ
か
ら
あ
り
得
な
い
。
柏
木
を
兵
衛
の
官
職
の
異
名
と
と

っ
た
場

合
、
「官
職
」
十

「
官
職
」
と
同
語
反
復
に
な

っ
て
し
ま
い
、
言
葉
と

し
て
あ
り
得
な
い
。
次
に

「柏
木
権
大
納
言
」
の
場
合
、
「右
衛
門
督
」

同
様
柏
木
を
官
職
と
と
る
の
は
言
葉
と
し
て
あ
り
得
な
い
。
最
後
に
、

柏
木
を
兵
衛
府
と
と

っ
た
場
合
、
注

（
１
）
家
井
が
史
上
の
任
官
状
況

調
査
を
元
に
述
べ
た
よ
う
に
、
衛
門
督
は
兵
衛
督
よ
り
格
が
高
く
、
ま



た
大
納
言
と
衛
門
督
兼
任
は
な
い
の
で
、
兵
衛
と
大
納
言
の
組
み
合
わ

せ
の
可
能
性
は
無
い
。

つ
ま
り
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
後
世
の
享
受
者

が
附
し
た
呼
称
は
、
本
章
冒
頭
で

一
見
異
例
に
見
え
る
と
述
べ
た
け
れ

ど
も
、
よ
り
正
確
に
は
存
在
し
得
な
い
言
葉
で
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
も
し
歌
こ
と
ば
の
伝
統
の
通
り
、
こ
の

「柏
木
」
が
兵

衛
又
は
衛
門
の
異
名
な
ら
ば
。
し
か
し

『
九
条
家
本
』
古
系
図
以
下
、

『無
名
草
子
』
「
物
語
二
百
番
歌
合
』
と
、
「柏
木
」
＋

「官
職
」
の
形

で
記
述
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

「柏
木
」
は
兵
衛

及
び
衛
門
の
異
名
で
は
な
い
。
源
氏
以
降
、
特
に
あ
の

「
あ
は
れ
右
衛

門
督
」
が
強
い
印
象
を
残
し
た
柏
木
の
巻
以
降
、
「柏
木
」
は

『
源
氏

物
語
』
の
柏
木
巻
、
と
い
う
意
味
を
も

つ
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

四
．
伝
国
冬
本
柏
木
巻
巻
末
誤
写
の
意
味
―
内
部
の
世
人
か
ら

外
部
の
享
受
者

ヘ

さ
て
前
章
最
後
で

「柏
木
」
の
言
葉
の
歴
史
を
変
え
た
、
そ
の
象
徴

と
も
言
え
る

「
あ
は
れ
右
衛
門
督
」
の

一
節
に
言
及
し
た
。
貴
公
子
の

非
業
の
死
を
悼
む
余
り
、
言
種
に
も
な

っ
た
と
い
う
下
り
は
、
通
行
本

文

（例
え
ば
大
島
本
）
で
は

「
ま
し
て
う

へ
に
は
御
あ
そ
ひ
な
と
の
お

り
こ
と
に
も
ま
つ
お
ほ
し
い
て
ゝ
な
ん
じ
の
は
せ
給
け
る
あ
は
れ
衛
門

督
と
い
ふ
こ
と
く
さ
な
に
こ
と
に
つ
け
て
も
い
は
ぬ
人
な
し
」
「
大
島

本
源
氏
物
語
七
』
五
十

一
丁
ウ
３
～
７
行

（角
川
書
店
と

で
、
こ
の
場
合

の
主
語
は
も
ち
ろ
ん
世
の
人
々
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
主
語
が
帝
と
思

し
い
伝
本
が
あ
る
。
管
見
の
限
り
伝
国
冬
本
が
そ
れ
で
あ
る
。
左
に
掲

出
す
る
。

１０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し
て
う

へ
に

Ｈ
　
は
御
あ
そ
ひ
な
と
の
お
り
に
も
ま

つ
お
ほ
し

１
　
い
て
ゝ
な
ん
あ
は
れ
か
り
衛
門
督
と
い
ふ
こ
と

２
　
く
さ
な
に
言
に
も
た
え
す

（天
理
図
書
館
蔵
　
伝
国
冬
本
柏
木
巻
／
四
四
丁
ウ
ー０
行
～

四
十
五
丁
オ
２
行
／

「」
は
稿
者
が
入
れ
た
）
「
別
本
集
成

∞
０一
『
Ｎ∞
‘，
∞
一ヽ
「
卜一』
）

ｌｏ
　
　
み
ｔ

さ
′
？
■
●
ヽ
１
う
―
ク
ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｔ

，
う
よ

Ｈ
　
　
島
颯
崎
／
ノ
い
ぅ
１
め
畔
‘
う
も
ｔ
ｒ
ム
リ
晟
′
１

2

―

・
―
―
―

‐
―
卜
■
舞
轟

た
だ
し
伝
国
冬
本
柏
木
巻
は
そ
の
本
文
の
省
略
等
、
特
異
性
を
有
ｔ
て

お
り
、
当
該
箇
所
も
不
審
を
抱
え
る
。
ま
ず
帝
が
主
語
で
あ
れ
は
、
傍

線
部
の
動
詞
部
分
は
敬
語
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
が
そ
れ
か
な
い
」
帝

を
主
語
と
し
て
読
も
う
と
す
る
な
ら
ば

「
お
ほ
し
い
て
ヽ
な
ん
‐
で

一

旦
切
り
、
省
略
し
た
形
に
す
る
し
か
な
く
な
る
。
伝
国
冬
本
柏
木
巻
は



省
略
が
多
い
の
で
そ
の
点
は
逆
に
こ
の
巻
の
特
性
に
合
う
が
、
す
る
と

次
文
は

「
あ
は
れ
か
り
衛
門
督
と
い
ふ
こ
と
く
さ
な
に
言
に
も
た
え

す
」
で

一
文
と
な
る
。
「
か
り
」
が

「
な
り
」
な
ど
の
誤
写
だ

っ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
、
す
る
と
こ
な
れ
な
い
文
で
は
あ
る
が
、
「
あ
は
れ

な
り
衛
門
督
」
と
な
り
、
敬
語
は
な
い
か
ら
、
主
語
は
世
の
人
と
考
え

ら
れ
、
言
種
に
し
た
、
と
い
う
文
が

一
応
は
出
来
上
が
る
。
し
か
し
伝

国
冬
本
の
み
の
独
自
本
文
で
、
誤
写
も
含
み
、
普
通
に
は
読
め
な
い
。

問
題
あ
る
箇
所
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

今
稿
者
が
こ
の

一
節
を
、
特
異
な
伝
国
冬
本
柏
木
巻
で
挙
げ
、
誤
写

な
ど
を
確
認
し
た
の
は
、
不
備
や
欠
陥
を
あ
げ

つ
ら
う
為
で
は
な
い
。

「柏
木
」
の
言
葉
の
歴
史
を
変
え
る
程
の
強
い
印
象
を
残
し
た
当
該
箇

所
の
、
誤
写
に
つ
い
て
、
〈誤
写
〉
と
い
う
言
葉
の
も

つ
マ
イ
ナ
ス
の

側
面
か
ら
で
は
な
く
、　
一
つ
の
享
受
の
軌
跡
と
し
て
、
む
し
ろ
プ
ラ
ス

の
側
面
か
ら
考
え
る
材
料
と
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
に
示
唆
的
な
の
が
、
上
野
英
二
の
論
考
で
あ
る
。

上
野
は
注

（
１４
）
田
渕
と
同
様

『物
語
二
百
番
歌
合
』
を
と
り
あ
げ
、

歌
句
の
誤
写
の
理
由
を
素
材
に
、
ま
ず
、
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
に
お

い
て

「物
語
読
者
の
記
憶
の
中
の

『
源
氏
物
語
ヒ

を
考
え
る
必
要
性

を
説
く
。
当
該
歌
合
の
生
ま
れ
た
時
代
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
享
受

と
は
、
教
養
人
に
と

っ
て
、
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
愛
読
の
末
に
空

覚
え
し
、
ま
さ
に

「血
肉
化
」
し
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
当
時

の

『
源
氏
物
語
』
の

「
愛
好
」
の
姿
で
あ

っ
た
と
す
る
。
従

っ
て
、
上

野
が
論
文
で
例
に
挙
げ
た
歌
句
の
誤
写
の
理
由
は
、
記
憶
の
中
で
別
の

歌
句
が
残
存
し
て
い
た
故
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「
こ
の
よ
う
に
な
ま
じ

『
源
氏
物
語
』
に
親
し
ん
で
い
た
が
た
め
に
か

え
っ
て
誤
り
が
起
き
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
得
る
」
と
す
る
。

こ
う
し
た
上
野
の
姿
勢
に
導
か
れ
つ
つ
、
先
の
柏
木
巻
の
箇
所
を
考

え
る
に
、
当
該
箇
所
は
、
ま
ず
物
語
内
部
で
は
、
世
人
の
言
種
が
絶
え

な
か

っ
た
程
の
有
名
な
嘆
き
の
言
葉
で
あ

っ
た
。
物
語
内
部
の
世
人
の

嘆
き
は
、
物
語
を

「血
肉
化
」
し
て
い
た
当
時
の
読
者
に
と

っ
て
、
ま

さ
に
自
ら
の
嘆
き
と
化
し
た
で
あ
ろ
う
。
誤
写
と
こ
な
れ
ぬ
文
章
は
、

あ
ま
り
に
自
ら
の

一
部
と
な
り
、
世
人
の
嘆
き
を
自
ら
の
嘆
き
と
し
て
、

筆
が
走

っ
た
故
の
こ
と
と
思
し
い
。
む
し
ろ
不
審
な
本
文
は
、
書
写
者

の
物
語
、
取
り
分
け
こ
の
部
分

へ
の
耽
溺
の
深
さ
を
逆
に
知
る
こ
と
が

出
来
る
、
有
意
義
な
証
左
と
、

マ
イ
ナ
ス
か
ら
プ
ラ
ス
に
転
じ
て
読
み

替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

桐
壺
巻
で

「
よ
の
人
ひ
か
る
き
み
と
き
こ
ゆ
」
（伝
国
冬
本
二
十
六
丁

オ
ーー
″Ｃ

と
あ
る
よ
う
に
、
物
語
の
内
部
で
世
人
が
稀
代
の
美
貌
を
こ

う
称
し
た
こ
と
が
、
後
世
、
物
語
の
外
部

で
あ
る

「
源
氏
物
語
古
系

図
」
『九
条
家
本
』
の
光
源
氏
の
略
伝

（系
図
呼
称
部
分
は
欠
損
）
中
の
、

「
ひ
か
る
君
と
は
こ
ま
人

つ
け
た
ま

へ
り
け
る
と
そ
」
に
繋
が

っ
て
い

く
。
こ
こ
で

「光
る
君
」
の
命
名
が
世
人
に
因
る
の
か
高
麗
人
に
因
る

の
か
と
い
う
、
河
添
房
江
を
晴
矢
と
す
る
所
謂

「命
名
伝
承
の
二
重

化
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
直
接
関
わ
ら
な
い
の
で
触
れ
な
い
。

世
人
の
言
葉
は
、
享
受
者

へ
当
然
の
よ
う
に
伝
播
し
、
享
受
者
は
自
ら

の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
。
そ
う
し
た
当
時
の
濃
厚
な
享
受
関
係
の



中
で
、
先
の
伝
国
冬
本
柏
木
巻
の
問
題
箇
所
に
再
び
立
ち
返
る
こ
と
と

す
る
。

当
該
箇
所
は
、
あ
ま
り
に
も
著
名
な
世
人
の
言
種
と
な

っ
た
箇
所
で

あ

っ
た
。
悲
劇
の
理
由
は
全
て
、
彼
が
、
注

（１
）
家
井
が
述
べ
る
よ

う
に
、
「参
議
か
ら
中
納
言
に
あ
る
間
に
兼
任
す
る
官
で
あ
り
、
大
納

言
と
な

っ
た
時
に
そ
れ
を
辞
す
、
と
い
う

一
つ
の
出
世
ル
ー
ト
」
で

あ

っ
た
右
衛
門
督
在
任
中
に
起
こ
っ
た
。
彼
が
中
納
言
を
兼
任
す
る
以

前
に
、
運
命
の
女
性
女
三
宮
降
嫁
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し

た
。
そ
し
て
自
ら
幕
を
引
く
よ
う
に
、
柏
木
の
巻
に
絶
息
し
た
悲
劇
の

貴
公
子
は
、
権
大
納
言
ま
で
昇
格
し
た
の
に
、
世
人
は

「
あ
は
れ
な
右

衛
門
督
よ
」
と
嘆
い
た
、
と
あ
る
。
右
衛
門
督
在
任
期
間
が
長
く
、
世

人
に
と

っ
て
こ
の
呼
称
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
も
関
係
し

て
い
よ
う
が
、
ま
る
で
、
右
衛
門
督
在
任
中
に
起
き
た
、
極
秘
の
悲
劇

を
知

っ
て
い
た
か
の
如
く
、
世
人
は
右
衛
門
督
の
呼
称
で
彼
を
言
種
に

し
た
と
、
物
語
は
記
述
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
物
語
を
読

み
進
め
、
世
人
の
知
る
は
ず
も
な
い
彼
の
悲
劇
の

一
部
始
終
を
具
に
見

た
享
受
者
は
、
世
人
の
嘆
き
に
共
感
す
る
の
で
あ
り
、
物
語
内
部
の
世

人
と
、
外
部
の
享
受
者
は
、　
一
体
と
な
る
。
そ
の
媒
体
と
し
て
、
「右

衛
門
督
」
は
必
要
で
あ
り
、
ま
た
世
人
と
享
受
者
が
劇
的
に
結
ば
れ
た

「
柏
木
」
の
巻
は
、
「柏
木
」
の
言
葉
を
、
『
源
氏
物
語
』
と
強
く
結
び

つ
け
た
。
そ
の
紐
帯
の
強
さ
は
、
「柏
木
」
を
単
独
で
人
物
呼
称
に
ま

で
為
し
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば

『
河
海
抄
』
（天
理
図
書
館
蔵
　
文
禄
五

年
書
写
記
有
）
に
は

「
た
と
ひ
柏
木
の
子
な
り
と
も
女
三
宮
の
御
腹
致

仕
大
臣
孫
な
り
」
と
み
え
る
。
今
日
で
は

「柏
木
」
が
、
こ
の
人
物
の

呼
称
と
し
て
最
も

一
般
的
と
な

っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
今
日
の

「柏
木
」
の
呼
称
が
成
り
立

つ
過
程
を
辿
り
、
今
ま

で
論
じ
ら
れ
な
か

っ
た
点
を
考
え
て
み
た
。
最
後
に
再
び
、
留
意
す
べ

き
は
、
こ
の
呼
称
は
、
作
者
で
は
な
く
、
読
者

・
享
受
者
が
創
造
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者
と
享
受
者
の
絶
妙
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
に

よ

っ
て
、
成
り
立

つ
有
機
体
が

『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
だ
と
い
う

こ
と
が
出
来
よ
う
。

【
附
記
】

本
稿
を
為
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
伝
国
冬
本
の
閲
覧

・
掲
載
許
可
を

下
さ
っ
た
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

注（１
）
そ
う
し
た
中
、
管
見
の
限
り
で
は
、
家
井
美
千
子
の

「右
衛
門
督
―

『源

氏
物
語
』
に
お
け
る
」
「
中
古
文
学
』
三
六
号
　
一
九
四
四
年
二
月
）
が
、

柏
木
の
官
職

「右
衛
門
督
」
を
史
実
、
歌
こ
と
ば
の
歴
史
や
、
古
注
釈
か
ら

論
じ
て
お
り
、
こ
の
件
を
考
察
す
る
論
文
と
し
て
評
価
で
き
る
。

（２
）久
下
裕
利
は
、
「内
大
臣
に
つ
い
て
―
王
朝
物
語
官
名
形
象
論
」
翁
論
叢

源
氏
物
語
　
４
』
新
典
社
　
一
一〇
〇
二
年
五
月
）
で
、
公
卿
補
任
で
、
頼

通

・
教
通

・
頼
宗

・
師
実

・
師
房
の

〈権
中
納
言
―
権
大
納
言
―
内
大
臣

コ
ー
ス
〉
の
実
例
を
確
か
め
て
い
る
。
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（３
）
当
該

『建
久
物
語
』
（水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
無
名
草
子
）
で
は
、
挙
げ

た
よ
う
に
建
武
二
年
四
月
六
日
の
津
守
国
冬
の
奥
書
が
あ
り
、
ま
た
無
名
草

子
の
桐
壺
巻
の
、
更
衣
の
描
写
の
箇
所
は
、
通
行
本
文

「な
う
か
し
う
ら
う

た
げ
な
り
し
を
お
ぼ
し
出
づ
る
に
」
と
大
き
く
異
な
り
、
所
謂
別
本
と
近
い
。

三
谷
栄

一
「尾
花
か
女
郎
花
か
」
「
物
語
史
の
研
究
』
有
精
堂
出
版
　
一
九

七
九
年
七
月
）
は
、
従

一
位
麗
子
本
や
陽
明
文
庫
本

・
伝
国
冬
本

・
河
内
本

を
調
べ
た
上
で
、
こ
の
う
ち
通
行
本
文
と
重
な
る
文
言
が
あ
り
、
そ
れ
故
に

目
移
り
の
可
能
性
が
高
い
伝
国
冬
本
が
、　
一
番
無
名
草
子
の
当
該
箇
所
と
近

い
と
論
じ
た

（伝
国
冬
本
桐
壺
巻
の
当
該
箇
所
は

「
お
は
な
の
風
に
な
ひ
き

た
る
よ
り
も
な
よ
ひ
な
て
し
こ
の
つ
ゆ
に
ぬ
れ
た
る
よ
り
も
な
つ
か
し
う
ら

う
た
け
な
り
し
」
（十
七
丁
ウ
ー
～
４
行
し
。
前
述
の
国
冬
の
奥
書
の
存
在

も
三
谷
説
に
加
担
し
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
『鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
５
巻

の
解
題
で
は
、
国
冬
は
古
系
図
な
ど
に
拠
れ
ば
、
元
応
二
年
に
没
し
て
お
り
、

建
武
二
年
に
生
き
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
国
冬
の
子
国
夏
の
誤
り
か

と
み
て
い
る
。
ま
た
本
文
を
見
て
も
、
確
か
に
桐
壺
巻
の
前
出
箇
所
は
伝
国

冬
本
が
管
見
の
限
り
の
諸
本
の
中
で
は

一
番
近
い
。
だ
が
別
の
箇
所
、
女
三

宮
を
批
評
し
て
い
る
と
こ
ろ

（「
お
く
る
ヽ
く
や
は
と
あ
る
女
宮
そ
に
く

き
」
（前
掲
本
こ

の

「
お
く
る
べ
く
や
は
」
文
言
は
、
伝
国
冬
本
柏
木
巻
で

は
存
在
し
な
い

（注
１６
論
文
参
照
）
。
よ
っ
て
、
無
名
草
子
の
本
文
は
、
少

な
く
と
も
伝
国
冬
本
だ
け
に
拠

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
、
こ
の
こ

と
は
混
成
本
文
を
参
照
し
た
証
左
の

一
つ
と
言
え
る
。

（４
）
神
野
志
隆
光
は

「光
源
氏
官
歴
の

一
問
題
―

「納
言
」
を
め
ぐ

っ
て
」

（
研
究
講
座
　
源
氏
物
語
の
視
界
１
』
新
典
社
　
一
九
九
四
年
四
月
）
に
て
、

「
納
言
』
に
な
っ
て
は
じ
め
て
一
人
前
の
公
卿
と
し
て
扱
わ
れ
る
」
こ
と
を

論
じ
、
女
三
宮
降
嫁
時
、
宰
相
で
右
衛
門
督
だ
っ
た

「柏
木
」
が
、
朱
雀
院

か
ら
問
題
外
と
し
て
退
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
朱
雀
院
に
は

『納
言
』
が
指
標

と
し
て
働
い
た
か
ら
と
述
べ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
公
卿
の
印
で
あ
る

「納

言
」
―
ま
し
て
高
官
で
あ
る

「権
大
納
言
」
と
呼
ば
れ
ず
、
「右
衛
門
督
」

と
い
う
呼
称
で
世
人
の
言
種
と
な

っ
た
と
記
述
さ
れ
た
の
は
、
降
嫁
時
、

〈右
衛
門
督
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
〉
こ
と
に
彼
の
哀
し
み
の
全
て
の
原

点
が
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
以
上
は
物
語
内
部
の
こ

と
で
、
世
人
の
後
ろ
に
い
る
読
者
と
い
う
享
受
者
は
、
更
に

「柏
木
」
を
呼

称
に
付
写
し
た
。
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（５
）
伊
井
春
樹
編

『源
氏
物
語
　
注
釈
書

・
享
受
史
事
典
』
（東
京
堂
出
版

一
一

〇
〇

一
年
九
月
）

（６
）
渋
谷
栄

一
「「
源
氏
釈
」
に
お
け
る
人
物
呼
称
に
つ
い
て
」
「
源
氏
物
語

小
研
究
』
創
刊
号
　
一
九
九
〇
年
三
月
）

（７
）
こ
れ
に
対
し
、
渋
谷
栄

一
は

『
源
氏
或
抄
物
』
「き
り
つ
ほ
の
御
門
」
の

記
述
直
前
の
本
文
に

「き
り
つ
ほ
の
更
衣
」
と
あ
り
、
父
母
を

一
対
と
し
て

描
い
た
結
果
、
母

「き
り
つ
ほ
の
更
衣
」
に
対
し
て
、
父

「き
り
つ
ほ
の
御

門
」
が
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
長
谷

川
政
春
が
、
「
ま
し
て
や
、
後
宮
殿
舎
の

一
つ
で
あ
る
淑
景
舎
の
俗
称
た
る

「桐
壺
」
を
頂
く
院
号
な
ど
な
い
の
が
当
た
り
前
で
あ
ろ
う
」
翁
巻
頭
言

皇
統
譜
の
蔭
に
て
」
『
む
ら
さ
き
』
四
〇
　
一
一〇
〇
三
年
十
二
月
）
と
述
べ

る
如
く
、
身
分
の
低
い
更
衣
に
合
わ
せ
て
帝
に

「
き
り
つ
ほ
」
が
附
さ
れ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
前
後
す
る
が
後
に
述
べ
る
田
渕
句
美
子
の
論
文
は
こ
の

こ
と
を
更
に
明
快
に
述
べ
て
い
る
。

（８
）荒
木
良
雄

「源
氏
物
語
象
徴
論
―
特
に
女
性
の
呼
び
方
に
つ
い
て
」
「
解

釈
と
鑑
賞
』

一
九
四
八
年
二
月
）
等

（９
）注
５
伊
井
前
掲
書
の
古
系
図
の
項
解
説
よ
り

（１０
）
「源
氏
物
語
古
系
図
の
成
立
と
そ
の
本
文
資
料
的
価
値
に
つ
い
て
」
「
日

本
学
士
院
紀
要
』
九
巻
二
号
　
一
九
五

一
年
七
月
）
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（１１
）
『源
氏
物
語
古
系
図
の
研
究
』
（笠
間
書
院
　
一
九
五
七
年
二
月
）

（‐２
）
『九
条
家
本
』
『為
氏
木
』
『正
嘉
本
』
は

『
源
氏
物
語
大
成
』
所
収
、

『伝
藤
原
家
隆
筆
本
』
は
中
田
武
司
翻
刻

（『
源
氏
物
語
と
女
流
日
記
　
研
究

と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
　
一
九
五
四
年
十

一
月
）
所
収
の
も
の
に
拠
り
、
系

図
呼
称
に
つ
い
て
は
、
常
磐
井
和
子
注
１１
前
掲
書
所
収
の

「古
系
図
諸
本
人

名

一
覧
表
」
を
参
照
し
た
。
同

一
覧
表
の
総
計
十
六
の
古
系
図
の
う
ち
、
、

秋
香
台
本

（常
磐
井
翻
刻
）
の
み
、
系
図
呼
称
が

「柏
木
右
衛
門
督
」
で
、

後
は
全
て

「柏
木
権
大
納
言
」
と
な
っ
て
い
る
。
『秋
香
台
本
』
の
こ
の
記

述
は
、
夕
霧
の
長
子

（雲
居
の
雁
腹
）
が
系
図
呼
称
で

「右
衛
門
督
」
と
記

述
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
区
別
す
る
為
の
処
置
か
と
思
わ
れ
る
。

（‐３
）
家
井
美
千
子

「右
衛
門
督
―

『源
氏
物
語
』
に
お
け
る
」
（
中
古
文
学
』

三
六
号
）
但
し

『綺
語
抄
』
の
こ
の

「
か
し
は
き
」
の
部
分
は
、
『歌
学
大

系
』
『続
群
書
類
従
』
共
に

「
よ
し
い
き
」
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
誤

写
と
考
え
ら
れ
、
家
井
も
そ
の
点
は
言
及
し
て
お
り
、
『綺
語
抄
』
の

一
部

の
本
文
に

「
か
し
は
き
」
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（‐４
）
事
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
方
法
―

『源
氏
物
語
』
の
人
物
呼
称
を
中
心

に
」
「
源
氏
研
究
』
九
号
　
一
一〇
〇
三
年
四
月
）

（‐５
）
こ
の

「
あ
は
れ
右
衛
門
督
」
が
物
語
内
部
だ
け
で
な
く
、
如
何
に
人
口
に

檜
実
し
て
い
た
か
は
、
季
吟
跛

『
湖
月
抄
』
本
文
が

「
あ
は
れ
衛
門
督
の
と

い
ふ
こ
と
く
さ
。」
と

「
の
」
を
伴
い
、
ま
る
で
謡
の

一
節
の
よ
う
な
様
相

を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
尚
、
「
の
」
を
伴
う
本
文
は
管
見
の

及
ぶ
限
り

『
湖
月
抄
』
の
み
で
、
清
水
婦
久
子

（『源
氏
物
語
版
本
の
研
究
』

和
泉
書
院
　
一
一〇
〇
三
年
三
月
）
が

『湖
月
抄
』
本
文
と
の
類
似
を
述
べ
る

『万
水

一
露
』
『首
書
源
氏
物
語
』
の
そ
れ
を
確
認
し
て
も
、
「
の
」
は
付
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

（‐６
）
「
国
冬
本
に
お
け
る
女
三
宮
に
つ
い
て
―
鈴
虫
の
巻
を
中
心
に
」
「
国
語

国
文
』
七

一
巻
二
号
　
一
一〇
〇
二
年
二
月
）

（‐７
）
こ
の
辺
り
の
読
解
に
関
し
て
は
、
海
野
圭
介
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（‐８
）
「源
氏
物
語
の
享
受
と
本
文
―
物
語
三
百
番
歌
合
所
収
本
文
を
め
ぐ

っ

て
」
（初
出

『国
語
国
文
』
五
十
三
巻

一
号
　
一
九
八
四
年

一
月
／

『源
氏

物
語
序
説
』

平
凡
社
　
再
録
）、
ま
た
荒
木
浩
の
書
評

「幸
福
な
る
遊
逓
―

上
野
英
二
著

『源
氏
物
語
序
説
』
を
読
む
た
め
に
」
「
月
刊
百
科
』
平
凡
社

刊
　
四
〇
二
号
　
一
九
九
六
年
四
月
）
も
、
上
野
の
姿
勢
を
知
る
助
け
と
な

Ｚ
つ
。

（‐９
）
「命
名
伝
承
の
二
重
化
」
に
つ
い
て
、　
一
つ
伝
国
冬
本
の
み
、
こ
れ
が
成

り
立
た
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
桐
壺
巻
巻
末
の
高
麗
人
命
名
伝
承
に
関
す
る

記
述
部
分
を
丸
々
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
伝
国
冬
本
桐
壺
巻
に
お
け
る

「
ひ
か
る
君
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
十
九
日
　
物
語
研

究
会
第
二
百
九
十
二
回
例
会

（於
　
横
浜
市
立
大
学
）
で
口
頭
発
表
し
た
。

他
稿
に
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

本
稿
中
の
傍
線
等
は
、
特
に
断
り
が
無
い
場
合
は
全
て
、
稿
者
が
私
に
為
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
こ
し
の

。
ゆ
う
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


